
去る２７日、山中善彰市長名で「２０２０年度からの都市計画税の導入について」

の通知が市議会議員にメールと FAＸで送信されました。 
 

 これによると、平成３１年度第２回市議会定例会で市長提案された、野洲市都市計

画税条例案が継続審議になったことを受けて、「次期定例会で可決されても、２０２

０年度からの施行は困難」「一方、継続になったが準備作業経費を含む新年度一般会

計予算は無修正のまま可決された」として、「次期定例会で可決された場合、２０２

０年度からの導入に支障がないよう、新年度当初から、データーベース整備等の準備

作業を進める」というものです。 

しかし、このような進め方は、明らかに地方自治法と地方財政法に反するものであ

り、同時に市議会の議決をも無視するもので、到底許されるものではありません。  
 

準備作業を進める理由として、「準備予算は無修正で可決された」ことを根拠にさ

れているようですが、確かに、地方自治法第１３８条の２では、「普通地方公共団体

の執行機関は、可決された予算を誠実に執行する義務を負っている」とされています。 
 

しかし、地方財政法第３条第１項では、「法令の定めるところに従い、且つ、合理

的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない」と規定さ

れています。つまり、「合理的な基準によりその経費を算定する」、その根拠となるも

のが、第２回市議会定例会で提案された野洲市都市計画税条例案です。しかし、その

条例案は市議会議決により継続審議となっており、予算執行（準備作業）を行う根拠

はありません。 
 

さらに第２回市議会定例会では同条例案が「拙速であり、市民に理解は得られてい

ない」「市民説明会でも異議をとなえる意見が多数あった」などを鑑み、市議会とし

て圧倒的多数で継続審議を決定したものです。にもかかわらず、継続審議で、まだ、

結果が明らかでない状態であるにもかかわらず、可決されるのを前提として「準備作

業に入る」のは、明らかに市民を無視するものであり、ひいては、市民の願いを受け、

継続審議を議決した議会をも軽視するものです。議会制度の否定にも、つながりかね

ないと言っても過言ではありません。 
 

よって、「新年度当初から、データーベース整備等の準備作業を進める方針」を撤回

されることを強く求めます。 
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日本共産党野洲市委員会 
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本来、「税は所得に応じて負担する」ものです。つまり、富裕層が応分の税を負担し、所得

の低い人たちのために使えるようにすることが、近代国家の税制のあり方です。 しかし都市

計画税は 「特定の市民」から税を徴収し、「所得のない人」にも課税されるうえ、しかもそも

そも市街化区域の固定資産税は高くなっています。本来の税制のあり方に反するものです。 

 


